
内郷東地区 
地区計画の概要 

地区計画が定められた地区では 
 建築物の建築などを行おうとする場合には、建築確認申請に先立ち、これらの計画について
市に届出（着手する３０日前まで）が必要となります。 

○ 地区内で建物を建てる時には、次のような手続きが必要です。 
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内郷東地区の地区計画についてのお問い合わせは・・・相模原市 都市計画課 
相模原市中央区中央2-11-15 電話042-769-8247(直通) FAX042-754-8490 

Eメール toshikeikaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 
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内郷東地区 地区計画 決定事項 

 

名 称  内郷東地区地区計画 

位 置  相模原市緑区寸沢嵐及び若柳 

面 積  約４５．５ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

 内郷東地区は、国道４１２号と県道奥牧野・相模湖線の交差部

に位置し、自然環境に恵まれた区域である。しかし、近年、都市

基盤施設が未整備のまま小規模な開発や建築行為により市街化

が進行しつつある。これらの状況を踏まえ、本計画により、無秩

序な市街化の進行による居住環境の悪化を防止するため、個々の

開発・建築行為を計画的に誘導すると同時に、区画道路等の身近

な基盤施設の整備を行い、快適でうるおいのある居住環境を有す

る市街地の育成を目標とする。 

そ の 他 

当該区域

の整備・開

発及び保

全に関す

る方針 

土地利用

に関する 

方  針 

 良好な居住環境を有する住宅地の形成に向けて、以下の区分に

従い計画的な土地利用を誘導する。 

<低層低密度住宅地区 (Ａ)> 

快適でうるおいのある環境を有する一戸建て低層住宅を主体

とした専用住宅地とする。 

<低層低密度住宅地区 (Ｂ)> 

快適でうるおいのある環境を有する一戸建て低層住宅を主体

としつつ、これらと低層の共同住宅や小規模な日用品販売店舗が

秩序を持って立地する住宅地とする。 

<公共施設地区 (Ａ)(Ｂ)> 

周囲の居住環境に調和した公共施設が立地する環境の保全を

図る。 

<沿道サービス地区 (Ａ)> 

国道４１２号沿道の立地特性や周囲の住宅地区・公共施設地区

との調和に配慮して、沿道サービス型の店舗、地区住民の生活利

便施設の立地を促進する。 

<沿道サービス地区 (B)> 

国道４１２号沿道の立地特性や周囲の住宅地区・公共施設地区

との調和に配慮しながら、大規模店舗の立地を許容する沿道サー

ビス地とする。 

 

 

  

平成 10年 5月 22日決定 

平成 30年 6月 18日変更 



 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

そ の 他 

当該区域

の整備・開

発及び保

全に関す

る方針 

地区施設

の整備に

関 す る 

方  針 

 道路については、地区内の生活流動を支える主要区画道路、区

画道路の適正なネットワーク形成と幅員の確保に努める。 

 人々の憩いの場となる公園については、適正なサービス水準を

確保するよう、計画的に配置し、整備に努める。 

 以上のうち、地区計画の目標を達成する上で重要となる道路及

び公園については、地区施設として位置づけ整備を推進する。 

建築物等

の整備に

関 す る 

方  針 

<低層低密度住宅地区 (Ａ)> 

快適でうるおいのある低層低密度住宅地を形成するために、建

築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、かき又はさくの

構造の制限を行う。 

<低層低密度住宅地区 (Ｂ)> 

快適でうるおいのある低層低密度住宅地を形成するために、建

築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の

制限、建築物の高さの最高限度、かき又はさくの構造の制限を行

う。 

<公共施設地区 (Ａ)> 

周囲の居住環境と調和した公共施設地区の形成を図るために、

建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置

の制限、建築物の高さの最高限度、かき又はさくの構造の制限を

行う。 

<公共施設地区 (Ｂ)> 

周囲の居住環境と調和した公共施設地区の形成を図るために、

建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、かき又はさく

の構造の制限を行う。 

<沿道サービス地区 (Ａ)(Ｂ)> 

周囲の住宅地区・公共施設地区と調和した沿道サービス地を形

成するために、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限

度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、かき又はさく

の構造の制限を行う。 

緑 化 に

関 す る

方  針 

 地区内に残存する樹林地の中で、自然環境の保全、良好な市街

地景観の形成及び防災上の視点から必要な樹林地の保全に努め

る。また、緑あふれたうるおいのある街並みを形成するため、公

共空間の緑化を図るとともに、敷地内緑化に努める。 
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地区施設の 

配置及び規模 

道路 

主要区画道路 

 

区画道路 

歩行者専用道路 

幅員 7.5ｍ 

幅員 6.0ｍ 

幅員 4.5～5.0ｍ 

幅員 4.0ｍ 

延長約  460ｍ 

延長約 l,740ｍ 

延長約 2,860ｍ 

延長約  100ｍ 

公園 1箇所  面積約 500㎡  

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区 分 

地区の 

名 称 

低層低密度住宅地区 

（Ａ） （Ｂ） 

地区の 

面 積 
約１０．３ha 約１９．０ha 

建築物の用途の制限 

 次の各号に掲げる建築物以

外の建築物は、建築してはな

らない。 

 

1. 建築基準法別表第２(い)

項に掲げるもの 

2. 病院 

3. 老人福祉センター、児童厚

生施設その他これらに類す

るもの 

4. 前各号の建築物に附属す

るもの(建築基準法施行令

第１３０条の５で規定する

ものを除く。) 

 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区 分 

地区の 

名 称 

公共施設地区 

（Ａ） （Ｂ） 

地区の 

面 積 
約１．４ha 約２．１ha 

建築物の用途の制限 

次の各号に掲げる建築物

以外の建築物は、建築して

はならない。 

 

1. 建築基準法別表第２ 

(い)項に掲げるもの 

2. 大学、高等専門学校、専

修学校その他これらに類

するもの 

3. 病院 

4. 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに

類するもの 

5. 前各号の建築物に附属

するもの(建築基準法施

行令第１３０条の５で規

定するものを除く。) 

 

 

 

  



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区 分 

地区の 

名 称 

沿道サービス地区 

（Ａ） （Ｂ） 

地区の 

面 積 
約９．６ha 約３．１ha 

建築物の用途の制限 

次の各号に掲げる建築物

は、建築してはならない。 

 

1. ホテル又は旅館 

2. 建築基準法施行令第１３

０条の６で規定される工

場以外の工場 

次の各号に掲げる建築物

は、建築してはならない。 

 

1. 床面積の合計が 3,000 ㎡

を超える事務所 

2. 床面積の合計が 3,000 ㎡

を超えるボーリング場、ス

ケート場、水泳場その他こ

れらに類する建築基準法

施行令第１３０条の６の

２で規定する運動施設 

3. ホテル又は旅館 

4. 床面積の合計が 3,000 ㎡

を超える自動車教習所 

5. 床面積の合計が 3,000 ㎡

を超える畜舎 

6. マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

7. カラオケボックスその他

これに類するもの 

8. 建築基準法施行令第１３

０条の６で規定される工

場以外の工場 

9. 建築基準法施行令第１３

０条の９で規定される火

薬類、石油類、ガス等の貯

蔵、処理の量が非常に少な

い施設で床面積の合計が

3,000㎡を超えるもの 

 

 

  



 

地
区
整
備
計
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建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区 分 

地区の 

名 称 

低層低密度住宅地区 

（Ａ） （Ｂ） 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
140㎡ 165㎡ 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線ま

での距離は、計画図に表示するとおりとする 

建築物の高さの 

最高限度 

 
建築物の高さの最高限度

は、地盤面から 10 メートル

とする。 

建築物の各部分の高さは、

当該部分から前面道路の反

対側の境界線又は隣地境界

線までの真北方向の水平距

離に 1.25 を乗じて得たもの

に 5.0ｍを加えたものとす

る。 

かき又はさくの 

構造の制限 

道路に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能で

開放的な構造とする。ただし、コンクリートブロック造、石

造等これらに類するものを設置する場合の高さは、宅地の地

盤面から 0.6メートル以下とする。 

 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区 分 

地区の 

名 称 

公共施設地区 

（Ａ） （Ｂ） 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
165㎡ 140㎡ 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線ま

での距離は、計画図に表示するとおりとする 

建築物の高さの 

最高限度 

建築物の高さの最高限度

は、地盤面から 20 メートル

とする。 

 

かき又はさくの 

構造の制限 

道路に面するかき若しくはさくの構造は、生垣又は透視可

能で開放的な構造とする。ただし、コンクリートブロック造、

石造等これらに類するものを設置する場合の高さは、宅地の

地盤面から 0.6メートル以下とする。 

 

 

  



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区 分 

地区の 

名 称 

沿道サービス地区 

（Ａ） （Ｂ） 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
165㎡ 165㎡ 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線ま

での距離は、計画図に表示するとおりとする 

建築物の高さの 

最高限度 

建築物の高さの最高限度は、地盤面から 15 メートルとす

る。 

かき又はさくの 

構造の制限 

道路に面するかき若しくはさくの構造は、生垣又は透視可

能で開放的な構造とする。ただし、コンクリートブロック造、

石造等これらに類するものを設置する場合の高さは、宅地の

地盤面から 0.6メートル以下とする。 

※決定事項による「壁面の位置の制限」の文中、計画図に表示する部分は、パンフレットの区域

図に示す部分 


